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船舶事故調査報告書 

 

                               令和２年２月５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和元年８月２２日 １０時４０分ごろ 

発生場所 滋賀県大津市和邇
わ に

南浜東方沖（琵琶湖南部） 

 今宿
いまじゅく

四等三角点から真方位０４２°４００ｍ付近 

 （概位 北緯３５°０９.５′ 東経１３５°５６.３′） 

事故の概要  プレジャーボートエアロギア４号艇は、南東進中、また、水上オー

トバイゴーイングメイ３号は、北東進中、両船が衝突した。 

 ゴーイングメイ３号は、船長が負傷し、左舷船尾部外板に亀裂等を

生じ、また、エアロギア４号艇は、船首船底部に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  令和元年９月３日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ プレジャーボート エアロギア４号艇、１.５トン 

 ２５３－３１１２８滋賀、個人所有 

 ５.９６ｍ（Lr）×２.２５ｍ×１.０９ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、８４.６kＷ、平成２０年５月 

Ｂ 水上オートバイ ゴーイングメイ３号、０.１トン 

 ２４０－６０２２７大阪、個人所有 

 ２.８５ｍ（Lr）×１.０６ｍ×０.４３ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、１８０.０kＷ、平成１９年４月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ３５歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２７年６月４日 

  免許証交付日 平成２７年６月４日 

（令和２年６月３日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ２６歳 

 特殊小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２５年８月１２日 

  免許証交付日 平成３０年８月３０日 

（令和５年８月２９日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 重傷 １人（船長Ｂ） 
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 損傷 Ａ 船首船底部に擦過傷 

Ｂ 左舷船尾部外板に亀裂を伴う擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ２、視界 良好 

水象：湖上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、レンタルボート店から船長Ａがレンタルしたプレジャーボ

ートで、船長Ａが１人で乗り組み、同僚等６人を乗せ、令和元年８月

２２日１０時００分ごろ和邇南浜を出発し、同乗者を順番にウェイク

ボードに乗せて和邇南浜東方沖を遊走していた。（写真１～３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 船長Ａは、漂泊した状態とし、２人目の同乗者がウェイクボードに

乗る準備をしていた時、Ｂ船がＡ船の船首方２０ｍ付近を左舷方から

右舷方へ通過していくのを認めた。 

 船長Ａは、Ｂ船の通過後、他の船舶を認めなかったので、前路に航

行の支障となる他船はいないと思い、ウェイクボードのえい
．．

航を始め

ることとし、右舷側の操縦席に腰を掛け、後方を振り向いてウェイク

ボーダーの準備ができたことを確認した。 

船長Ａは、操縦席左上のバックミラーに映るウェイクボーダーを見

ながら、南東進を開始して間もなく、約２０km/hの速力（対地速力、

以下同じ。）となった１０時４０分ごろ船体に衝撃を感じた。 

 船長Ａは、周囲を確認したところ、右舷船尾方に同乗者だけが乗っ

て漂泊しているＢ船を認め、さらにその後方の水面に船長Ｂが浮いて

救助を求めているのを認めた。 

 船長Ａは、Ａ船の同乗者と共に船長ＢをＡ船に引き上げ、出発場所

に戻り、救急車を要請した。 

写真１ Ａ船 写真２ Ａ船の操縦席 

操縦席 バックミラー 

写真３ Ａ船がウェイクボードを引く様子（イメージ） 
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 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組んで友人１人を自身の前に乗せ、１

０時００分ごろ和邇南浜を出発し、自らが操縦して和邇南浜東方沖を

遊走していた。（写真４参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 船長Ｂは、Ａ船の船首方２０ｍ付近を南西進してから北東に向けて

反転した際、左舷船首方１５ｍ付近でＡ船が漂泊してウェイクボード

の準備をしているのを認め、すぐに発進することはないと思い、Ａ船

のウェイクボードの支障にならないようＡ船の船首方を通過し、Ａ船

の左舷船首方水域へ移動することとした。 

 Ｂ船は、反転して間もなく、約１５km/hの速力になった頃、船長Ｂ

が、Ａ船が発進して左舷船首方５ｍ付近に接近していることに気付い

て衝突の危険を感じたものの、減速や転舵を行う余裕がなかったの

で、両足でＢ船のデッキを蹴って後方の水面に飛び込んだ。 

 Ｂ船は、船長Ｂの左腕に装着されていた緊急エンジン停止コードが

船体から外れて機関が停止し、同乗者が乗った状態のまま、その左舷

船尾部とＡ船の船首部とが衝突した。 

 船長Ｂは、水中でＡ船の船外機のプロペラに接触し、腰部に痛みを

感じて水面に浮上し、船長Ａ及びＡ船の同乗者によってＡ船に引き上

げられて出発場所へ戻った後、病院に搬送され、仙骨開放骨折及び仙

骨神経損傷と診断された。 

 Ｂ船は、付近の浮体遊具で休憩していた船長Ｂの同僚が操縦し、出

発場所に戻った。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  船長Ａは、ウェイクボーダーが転倒した場合は停船する必要があっ

たので、バックミラーで後方のウェイクボーダーを見ることに気を取

られていたと本事故後に思った。 

 船長Ｂは、特殊小型船舶操縦士免許を受有していない同乗者に水上

オートバイを操縦する感覚を体験させようと思い、同乗者を自身の前

に座らせていた。 

 Ｂ船の取扱説明書には次のとおり記載されていたが、船長Ｂはこの

ことを知らなかった。 

 ・決して同乗者は操縦者の前に乗せないでください。 

 Ａ船及びＢ船の乗船者は、全員が救命胴衣を着用していた。 

写真４ Ｂ船 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、和邇南浜東方沖において、漂泊した状態でウェイクボード

の準備を終えた際、船長Ａが、バックミラーで後方のウェイクボーダ

ーを見ることに気を取られたまま、増速しながら南東に向け航行を開

始したことから、右舷方から接近するＢ船に気付かず、南東進を開始

して間もなくＢ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、ウェイクボーダーが転倒した場合は停船する必要があっ

たことから、バックミラーで後方のウェイクボーダーを見ることに気

を取られていたものと考えられる。 

 Ｂ船は、和邇南浜東方沖において、南西進から北東に向けて反転し

た際、船長Ｂが、Ａ船が漂泊してウェイクボードの準備をしているの

を認め、すぐに発進することはないと思い、Ａ船の船首方至近を通過

しようとしたことから、突然航行を開始したＡ船を避けることができ

ず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、和邇南浜東方沖において、Ａ船が漂泊した状態でウェイ

クボードの準備を終えた際、船長Ａが、バックミラーで後方のウェイ

クボーダーを見ることに気を取られたまま、増速しながら南東に向け

航行を開始したため、また、Ｂ船が南西進から北東に向けて反転した

際、船長Ｂが、Ａ船が漂泊してウェイクボードの準備をしているのを

認め、すぐに発進することはないと思い、Ａ船の船首方至近を通過し

ようとしたため、突然航行を開始したＡ船を避けることができず、両

船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・ウェイクボーダーを引く際でも、後方だけでなく全周にわたって

常時適切な見張りを行うこと。 

 ・漂泊している船舶であっても、急に発進することがあるので、他

船の船首方を通過しようとする場合は、他船の動静に注意し、安

全な距離を保つこと。 

 ・水上オートバイの船長は、同乗者を自身の前に乗せないこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土地理院 地理院地図（電子国土 Web）使用 

琵琶湖 

滋賀県 

事故発生場所 

（令和元年８月２２日 

１０時４０分ごろ発生） 

今宿四等三角点 

Ａ船 
Ｂ船 

滋賀県大津市和邇南浜 

ウェイクボード 


